
札幌国税局　相続税１（Ｈ20）

(1)　課税状況

金　　　　　額

人 千円

2,743 203,111,810

83 2,220,344

1,501 15,123,538

315 1,361,022

実 2,757 191,569,638

算 出 税 額 2,729 27,483,948

２ 割 加 算 額 240 249,847

計 実 2,729 27,733,796

暦 年 課 税 分 贈 与 税 120 157,564

配 偶 者 435 8,353,245

未 成 年 者 36 8,023

障 害 者 42 52,832

相 次 相 続 113 188,952

外 国 税 額 - -

計 実 719 8,760,616

実 2,403 18,973,178

20 141,419

2,403 18,831,759

3 159,989

1 11,760

納 付 税 額 実 2,403 18,668,731

還 付 税 額 実 7 8,721

- -

942 77,010,000

調査対象等：

（注）　１　「遺産に係る基礎控除額」欄の人員は、被相続人の数である。
　　　　２　「相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。

５－１ 課税状況

区　　　　　　　　　　分 相　続　人　の　数

取 得 財 産 価 額

相 続 時 精 算 課 税 適 用 財 産 価 額

債 務 控 除 額

暦 年 課 税 分 贈 与 財 産 価 額

課 税 価 格

相 続 税 額

税 額 控 除

差 引 税 額

相 続 時 精 算 課 税 分 贈 与 税 額 控 除 額

平成20年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る
贈与により財産を取得した者（同一被相続人から財産を取得した者全員が差引税額
のない場合を除く。）について、平成21年10月31日までの申告(株式等納税猶予の
特例の創設に伴い申告期限が平成22年2月1日まで延長されている者については、同
日までに提出された申告を含む。)又は処理（更正、決定等）による課税事績を
「申告書、決議書等」に基づいて作成した。

小 計

農 地 等 納 税 猶 予 額

株 式 等 納 税 猶 予 額

申 告 納 税 額

災 害 減 免 法 に よ る 免 除 税 額

遺 産 に 係 る 基 礎 控 除 額



札幌国税局　相続税１（Ｈ20）

(2)　課税状況の累年比較

相続人の数 金　　額 相続人の数 金　　額

人 千円 千円 千円 人 千円 人

平成 16 年 分 2,668 188,749,884 30,156,492 9,742,391 2,317 20,316,784 867

平 成 17 年 分 2,571 164,462,008 22,568,897 7,873,385 2,237 14,646,827 808

平 成 18 年 分 2,811 193,618,644 28,877,023 8,531,809 2,447 20,190,232 910

平 成 19 年 分 2,619 189,358,380 29,566,575 9,165,704 2,271 20,099,393 888

平 成 20 年 分 2,757 191,569,638 27,733,796 8,760,616 2,403 18,668,731 942

年　　　分
課税価格

相続税額 税額控除
納付税額

被相続人の数



札幌国税局　相続税１（Ｈ20）

(3)　税務署別課税状況

相続人の数 金　　　額 相続人の数 金　　　額

人 千円 人 千円 人

札 幌 中 32 1,597,259 29 81,265 11

札 幌 北 317 27,840,530 277 3,130,558 105

札 幌 南 362 28,469,692 315 3,018,914 124

札 幌 西 372 26,759,138 332 3,224,876 127

札 幌 東 217 15,738,434 182 1,613,083 81

函 館 245 15,215,984 223 1,134,388 77

小 樽 44 2,917,769 37 192,322 19

旭 川 中 54 3,841,159 47 382,871 21

旭 川 東 125 7,206,966 104 549,069 41

室 蘭 67 4,106,073 61 350,802 23

釧 路 88 4,954,815 73 377,254 27

帯 広 179 10,684,148 146 874,064 61

北 見 108 7,661,337 97 808,672 38

岩 見 沢 75 6,777,210 61 909,916 28

網 走 34 1,927,556 28 112,474 11

留 萌 14 726,819 11 16,757 7

苫 小 牧 55 3,246,528 48 171,605 20

稚 内 33 1,959,436 30 148,318 10

紋 別 19 930,621 15 67,301 6

名 寄 29 1,549,460 27 172,032 8

根 室 63 4,571,431 59 418,059 21

滝 川 62 3,065,231 55 193,103 19

深 川 26 916,092 22 33,419 7

富 良 野 X X X X X

八 雲 41 2,139,829 38 119,955 13

江 差 27 2,643,123 24 299,660 9

倶 知 安 16 993,409 14 64,473 7

余 市 X X X X X

浦 河 15 962,016 14 49,202 7

十 勝 池 田 24 1,246,470 22 97,008 7

合　　計 2,757 191,569,638 2,403 18,668,731 942

（注）　この表は、「(1)課税状況」を税務署別に示したものである。

税 務 署 名
課　税　価　格 納　付　税　額 被相続人

の数



札幌国税局　相続税１（Ｈ20）

(4)　申告及び処理の状況

人 千円 人 千円 人

申 告 額 2,761 191,346,915 2,400 18,714,356 942

修正申告による増差額 49 485,530 85 42,286 35

更 正 に よ る 増 差 額 - - - - -

更 正 等 によ る減 差額 11 △ 262,807 21 △ 87,911 12

決 定 額 - - - - -

計 実 2,757 191,569,638 実 2,403 18,668,731 実 942

申 告 額 47 1,852,222 40 74,811 29

修正申告による増差額 719 8,775,869 1,031 1,667,174 389

更 正 に よ る 増 差 額 13 347,760 15 99,677 5

更 正 等 によ る減 差額 165 △ 1,436,636 219 △ 271,186 84

決 定 額 1 147,051 1 17,495 1

計 実 761 9,686,266 実 1,102 1,587,972 実 422

申 告 額 2,808 193,199,137 2,440 18,789,167 971

修正申告による増差額 768 9,261,399 1,116 1,709,461 424

更 正 に よ る 増 差 額 13 347,760 15 99,677 5

更 正 等 によ る減 差額 176 △ 1,699,443 240 △ 359,097 96

決 定 額 1 147,051 1 17,495 1

計 実 3,518 201,255,904 実 3,505 20,256,703 実 1,364

調査対象等：

区　　　　　分
課　税　価　格 納　付　税　額

被相続人の数
相続人の数 金　　額 相続人の数 金　　額

　　　　　　　　 ２　増（減）差額の区分は差引税額（納税猶予前）の増減により判定している。

本 年 分

過 年 分

合 計

　「本年分」は平成20年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した者につい
て、平成21年10月31日までの申告（株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が平成22年２月1日まで延長されている者については、
同日までに提出された申告書を含む。）又は処理（更正、決定等）による課税事績を、「申告書、決議書」等に基づいて作成した。

  「過年分」は、平成19年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成20年11月１日から平成21年６月30日までの間の申
告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、平成18年以前に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成20年７月１日か
ら平成21年６月30日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作成した。

　　　　 （注）　１　「相続人の数」及び「被相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。



札幌国税局　相続税１（Ｈ20）

(5)　加算税の状況

相続人の数 金　　額 相続人の数 金　　額 相続人の数 金　　額

人 千円 人 千円 人 千円

本 年 分 3 104 22 2,033 2 819

過 年 分 746 119,107 41 8,104 100 211,203

合　　　計 749 119,211 63 10,135 102 212,022

区　　　分
過少申告加算税 無申告加算税 重　加　算　税



札幌国税局　相続税２（Ｈ20）

(1)　人員、課税価格及び税額

相続時精算課税
適用財産価額

暦 年 課 税 分
贈与財産価額

人 千円 千円 千円 千円 人

１ 億円以下 217 17,761,908 410,432 67,357 273,010 470

１ 億 円 超 447 63,080,181 314,160 418,879 2,656,806 1,516

２ 〃 140 33,950,147 437,388 308,013 2,843,519 497

３ 〃 82 31,381,461 814,254 278,062 4,552,992 295

５ 〃 26 14,400,367 142,111 120,309 2,818,873 100

７ 〃 18 14,607,611 102,000 87,270 2,559,556 68

10 〃 11 13,549,943 - 37,789 2,498,705 40

20 〃 1 2,615,297 - 27,787 510,894 5

30 〃 - - - - - -

50 〃 - - - - - -

70 〃 - - - - - -

100 〃 - - - - - -

942 191,346,915 2,220,344 1,345,466 18,714,356 2,991

調査対象等：　平成20年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得

          　した者について、平成21年10月31日までに提出された「申告書（修正申告書を除く。）」（株式等納税猶予

          　の特例の創設に伴い申告期限が平成22年２月１日まで延長されている者については、同日までに提出された

         　 申告書を含む。）に基づいて作成した。

　　　　　

合　　計

５－２　課税価格階級別課税状況

課 税 価 格 階 級 被相続人の数 課 税 価 格

左　の　う　ち

納 付 税 額 法定相続人数



札幌国税局　相続税２（Ｈ20）

(2)　　法定相続人員別の被相続人数

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人 10人 10人超

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

１ 億 円 以 下 5 61 70 55 26 - - - - - - -

１ 億 円 超 2 40 88 144 112 38 8 5 3 2 2 3

２ 〃 1 7 26 42 33 19 5 4 1 1 1 -

３ 〃 - 5 18 22 22 8 2 2 2 - - 1

５ 〃 1 - 3 11 5 3 - 1 1 - - 1

７ 〃 - - 1 9 4 2 1 1 - - - -

10 〃 - - - 5 5 1 - - - - - -

20 〃 - - - - - 1 - - - - - -

30 〃 - - - - - - - - - - - -

50 〃 - - - - - - - - - - - -

70 〃 - - - - - - - - - - - -

100 〃 - - - - - - - - - - - -

9 113 206 288 207 72 16 13 7 3 3 5

　　（注）　 この表は、「(1)人員、課税価格及び税額」の「被相続人の数」欄を法定相続人員別に示したものである。

課 税 価 格
階 級

法　定　相　続　人　員　別　被　相　続　人　数

合　　計

調査対象等： 　平成20年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した者について、平
成21年10月31日までに提出された「申告書（修正申告書を除く。）」（株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が平成22年
２月１日まで延長されている者については、同日までに提出された申告書を含む。）に基づいて作成した。



札幌国税局　相続税３（Ｈ20）

被相続人の数及び取得財産価額

取　得　財　産　価　額

人 千円

田 （耕作権及び永小作権を含む。） 47 1,082,148

畑 （ 〃 ） 173 5,574,984

宅 地 （ 借 地 権 を 含 む 。 ） 860 52,465,621

山 林 151 506,857

そ の 他 の 土 地 254 3,099,968

計 実 875 62,729,577

826 12,965,018

機械器具、農耕具、じゅう器、備品 87 399,904

商品、製品、半製品、原材料、農産物等 16 59,767

売 掛 金 33 173,755

そ の 他 の 財 産 72 628,587

計 実 135 1,262,012

特 定 同 族 会 社 の 株 式 及 び 出 資 294 10,757,872

同 上 以 外 の 株 式 及 び 出 資 569 7,031,632

公 債 及 び 社 債 219 4,995,164

投 資 ・ 貸 付 信 託 受 益 証 券 244 6,616,577

計 実 740 29,401,246

934 63,761,526

631 542,804

生 命 保 険 金 等 235 9,228,696

退 職 金 及 び 功 労 金 等 103 3,728,615

立 木 67 76,735

そ の 他 811 19,204,222

計 実 846 32,238,270

実 941 202,900,452

63 2,220,344

824 13,018,731

875 2,100,616

実 926 15,119,347

実 942 190,001,449

168 1,345,466

実 942 191,346,915

調査対象等：　平成20年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により
　　　　　　財産を取得した者について、平成21年10月31日までに提出された｢申告書（修正申告書を除く。）」
　　 　　 　（株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が平成22年２月１日まで延長されている者につい
          　ては、同日までに提出された申告書を含む。）に基づいて作成した。

　　（注）　　「被相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。

５－３　相続財産の種類別状況

財　産　等　の　種　類 被　相　続　人　の　数

土
　
 
　
地

家 屋 、 構 築 物

事
業
（

農
業
）

用
財
産

有
価
証
券

現 金 、 預 貯 金 等

家 庭 用 財 産

そ
の
他
の
財
産

合 計

相 続 時 精 算 課 税 適 用 財 産 価 額

債 務

葬 式 費 用

計

差 引 純 資 産 価 額

加算贈与財産価額／暦年課税分贈与財産価額

課 税 価 格


